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第１章 検討の背景・経緯 

 
日本郵政株式会社（以下「日本郵政」という。）及び日本郵便株式会社（以下「日本郵便」と

いう。）が責務を負っている郵政事業のユニバーサルサービスの確保については、平成 27 年９月

28 日の情報通信審議会答申において中長期的に検討すべき方策が示された。 

具体的には、ユニバーサルサービスコスト算定手法の検証、郵便のサービスレベルの在り方と

料金の設定、政策的な低廉料金サービスに対するコスト負担の在り方、郵便局ネットワーク（銀

行窓口・保険窓口も含む）維持に係るコスト負担の在り方が示された。 

 また、平成 27 年 11 月には、日本郵便の持株会社である日本郵政並びに株式会社ゆうちょ銀行

及び株式会社かんぽ生命保険の株式が上場されたことを受け、平成 27 年 12 月の郵政民営化委員

会所見では、日本郵政グループに対しては、「行政当局においては、各社の経営努力と市場のチ

ェック機能を信頼し、直接の関与は最小限のものとしていくことが肝要である」とされたところ

である。 

 これらを踏まえ、諸外国の状況等も参考にしつつ、我が国の郵便のユニバーサルサービスを維

持していくための中長期的な諸課題について検討・整理するとともに、ユニバーサルサービスの

経済的基盤の現状を検証するための方法の確立を目指した検討を行うことを目的として、平成

28 年７月 25 日より「郵便のユニバーサルサービスに係る課題等に関する検討会」（以下「検討

会」という。）を開催するとともに、その下に、ユニバーサルサービスを構成するサービスの現

状と課題の整理などを目的として、「現状と課題等に関するワーキンググループ」（以下「現状と

課題等ＷＧ」という。）を、ユニバーサルサービスコストの算定手法の検討を目的として、「コス

トの算定手法等に関するワーキンググループ」（以下「コストＷＧ」という。）を開催することと

した。 

 これまで、２つのワーキンググループにおいて、日本郵便からヒアリングなどを行い、そこで

示された課題を中心に議論を重ね、平成 28 年 12 月 16 日及び平成 29 年６月 13 日には、２つの

ワーキンググループから、それぞれ、これまでの検討状況、これまでの議論の整理について報告

があった。 

 今般、２つのワーキンググループからの報告を踏まえ、郵便サービスの種別、政策的な低廉料

金サービス、郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）に定める認可・届出、郵便局ネットワークの維

持及びユニバーサルサービスコストの算定手法の検証について、それぞれの現状及び課題等を含

め、これまでの議論を整理するものである。 
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第２章 ユニバーサルサービスを構成するサービスの現状と課題 

第１節 郵便サービスの種別（第一種・第二種郵便物） 

１ 現状 

我が国の郵便サービスは、郵便物（第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種

郵便物）を送達する基本的なサービスと、これに書留等の特別な取扱いを付加する特殊取扱の

サービスに大別される。 

郵便物の種類は、それぞれの種類の内容、形体及び性質等により、文化的、社会的又は経済

的な面から料金に配慮を加えたり、取扱いを異にする等の必要があるとの観点から、設けられ

たものである。第一種郵便物は、第二種郵便物から第四種郵便物に該当しないすべてのもので

あり、第二種郵便物は葉書
は が き

、第三種郵便物は新聞・雑誌等の定期刊行物、第四種郵便物は通信

教育用郵便物や盲人用点字郵便物など限定されている。なお、第三種郵便物及び第四種郵便物

は政策的な低廉料金を義務づけているサービスである。 

 

（図表１ 郵便物（第一種郵便物～第四種郵便物）の種別の内容） 

 

 

また、諸外国では、日本のように、制度的に、封書と葉書を異なるサービスの種類として位

置づけている国もあれば、葉書を封書と同種のサービスとして位置づけている国もある。 

更に、我が国の郵便サービスは民営化に際して、国内の郵便小包は郵便法令上の郵便物では

なくなっているが、諸外国では小包も含め郵便サービスとして位置づけられている。 
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（図表２ 諸外国の郵便制度比較（第一種・第二種郵便物）（※１）） 

 

 

そして、世界的にみても、ＩＣＴの進展等により、郵便物数は減少傾向にあり、その一方

で、ｅコマースの進展により、荷物は増加傾向にある。 

我が国も郵便物数は平成 13 年度をピークに減少傾向にあり、その収支については、第二種

郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物の赤字が第一種郵便物及び特殊取扱サービスの黒字で

賄われる構造となっている。 
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（図表３ 郵便引受物数等の推移） 

 

 

（図表４ 郵便・物流事業の概況） 

 

 

２ 課題等 

  現状と課題等ＷＧにおいて、日本郵便からヒアリングしたところ（平成 28 年９月）、次のよ

うな課題が示された。 

 ① 郵便物数が平成 13 年度をピークに減少している中で、局内作業の機械化、郵便・物
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流ネットワーク（集配ネットワーク）の再編などの効率化を進めているが、配達箇所数

が変わらず、物数の減少が、コスト減少につながらない構造である。 

   ② このような状況下で、第一種郵便物については、ｅコマースの影響も受け、定形外郵

便物が大型化し、機械処理や受箱投函が困難となっており、持ち戻り、再配達が生じる

などコスト増の要因となっている。 

   ③ また、第二種郵便物については、簡便な通信手段として設けられた経緯から封書より

も安く料金が設定されているが、コスト面では封書（定形郵便物）と変わらないことに

加え、郵便事業の収入が減る中で人件費単価の高騰など様々なコスト増の影響も受け、

赤字が拡大している。 

 

さらに、日本郵便から、第二種郵便物の物数は、年賀３割（大半は個人利用）、その他７割

（大半が法人利用）となっており、年賀については、短期間で、平常時よりもまとまった通数

の郵便物を一度に集約して配達すること等により、その他の第二種郵便物よりも取扱コストが

低く、収支は黒字となっていることが示された。 

これを受け、現状と課題等ＷＧにおいて、平成 28 年 12 月には、日本郵便の経営の取組とし

て、経営効率化による一層のコスト削減、新商品・サービス開発等による収益拡大に継続的に

取り組むことが前提ではあるが、現状の収支構造を踏まえると、ユニバーサルサービスを安定

的に提供する観点からも、郵便料金の見直しによる収支改善、経営基盤の強化も選択しうる方

策ではないかとした上で、併せて留意すべき事項（※）についても整理した。 

  （※）留意すべき事項 

   ・ 経営効率化や収益拡大等の継続的な取組が必要。 

・ 料金の見直しによる郵便物の需要減を考慮。 

   ・ 第二種郵便物の利用構造や収支構造にも配慮。 

・ 大型郵便物でもコスト増となっていないものについて配慮。 

   ・ 収支状況について、一層の情報開示が必要。 

・ 手紙文化の重要性に配慮した様々な選択肢を検討。 

また、日本郵便の郵便事業の収支状況について、郵便物の種類別等に応じた収支構造や相互

の負担構造とユニバーサルサービスの維持・提供に係る透明性を確保する観点からも、一層の

情報開示とその制度的な担保について検討が必要であると整理した。 

 

３ 議論の整理 

  日本郵便から、平成 28 年 12 月に第一種郵便物及び第二種郵便物の郵便料金の見直しについ

て、総務省に届出が行われ、平成 29 年６月１日より郵便料金の改定が行われた。具体的に

は、第二種郵便物については、通常葉書を現行 52 円から 62 円とし、年賀葉書は 52 円に据え

置きとした。また、第一種郵便物については、機械処理、郵便受箱に投函できるかどうかとい

う観点から、規格内郵便物と規格外郵便物とに分けて、規格内郵便物は、料金を据え置くある
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いは一部料金を下げる一方で、規格外郵便物は、値上げをした。 

この料金の見直しについては、現状と課題等ＷＧにおけるこれまでの議論や整理に、おおむ

ね沿った形になっているものではあるが、一方で、平成 28 年 12 月の現状と課題等ＷＧにおけ

る整理の中で留意事項でも示したとおり、日本郵便に対しては、継続的な経営効率化や収益拡

大等の取組を求めるとともに、料金の見直しによる今後の影響については、平成 29 年６月１

日の料金改定実施以降の郵便の利用動向（葉書の利用状況、定形外郵便物の再配達等の状況な

ど）、日本郵便の収支状況等を注視していく必要がある。また、その動向、状況次第では、郵

便事業の収支改善、経営基盤の強化に向けて、さらなる方策の検討が必要となり、この場合、

サービス水準や郵便料金を含めて、総合的な検討も必要ではないかといった意見があったこと

については留意すべきである。 

さらに、年賀葉書についても物数が減少しているが、日本郵便の収益面で重要なものである

ことから、今後、利用者にとってより魅力的なものとなるよう様々な取組を検討することが必

要である。 

なお、日本郵便の収支状況にかかる情報開示については、平成 29 年３月末に郵便法施行規

則（平成 15 年総務省令第５号）が改正され、具体的な収支の区分が明確化され、制度的な担

保が図られたが、今後もユニバーサルサービスの維持にかかる適切な情報開示を行っていくべ

きである。 

 

第２節 政策的な低廉料金サービス（第三種・第四種郵便物） 

１ 現状 

  政策的な低廉料金サービスは、郵便創業当初（明治４年）に新聞紙や太政官日誌（現在の官

報）を低料扱いにしたことに始まったものである。第三種郵便物は明治 16 年に設けられたも

のであり、政治、経済、文化その他公共的な事項を報道・議論することを目的としあまねく発

売されるなどの一定の条件を満たす定期刊行物について、国民文化の普及向上に貢献するもの

として、郵送料金を低料とし、購読者の負担軽減を図ることを趣旨としている。一方、第四種

郵便物については、ある限定された特定の目的で国民の福祉増進に貢献するものとして郵送料

金を低料とするもので、昭和 56 年にその対象の見直しが行われて以降は見直されていない。 

なお、現在の第四種郵便物は、明治 22 年に農業の生産性向上に寄与することを目的として

始まった農産種苗（昭和 23 年に蚕種が追加）、大正６年に盲人福祉の増進に貢献することを目

的として始まった点字印刷物（昭和 36 年に盲人用録音物等が追加）、また、昭和 24 年に教育

の民主化を契機として教育の普及に貢献することを目的として始まった通信教育用の郵便物、

さらには、昭和 41 年に学術研究の振興に貢献することを目的として始まった学術刊行物、と

なっている。 
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（図表５ 第三種・第四種郵便物の経緯） 

 

 

郵便法では、第三種・第四種郵便物は、同一重量の第一種郵便物よりも低い料金での提供を

求めており、その結果、第三種・第四種郵便物の収支は構造的な赤字となっている。 

また、諸外国では、定期刊行物や盲人用郵便物について、優遇している事例は見られるが、

我が国の第四種郵便物のうち、通信教育、学術刊行物及び植物種子等に相当する低廉料金サー

ビスは見られない。 

（図表６ 諸外国の郵便制度比較（第三種郵便物）） 
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（図表７ 諸外国の郵便制度比較（第四種郵便物）） 

 

 

 

２ 課題等 

  現状と課題等ＷＧにおいて、日本郵便からヒアリングしたところ（平成 28 年９月）、次のよ

うな課題が示された。 

  ① 政策的な低廉料金サービス（第三種・第四種）については、定期刊行物の郵送購読者

の負担軽減（第三種）、公職選挙法に基づく選挙報道・評論の自由（第三種）、また、盲

人の福祉の増進（点字・特定録音物等）の観点から引き続き社会的な意義があるものも

ある。 

   ② 一方で、教育の普及・教育教材や教授方法の多様化（通信教育用）、農産種苗の頒

布・販売方法の多様化・販売拠点の増加（植物種子）、学術研究に関する議論・発表の

手法の多様化（学術刊行物）といった環境変化が生じているものもある。 

   ③ また、第三種・第四種郵便物とも構造的な赤字となっており、平成 27 年度は、第三

種郵便物は 67 億円の赤字、第四種郵便物は 11 億円の赤字である。 

   ④ さらには、第三種・第四種郵便物に係る承認・指定等の事務を専担で行う郵便審査事

務センターを設置（正社員９名、期間雇用社員 15 名）するなど、承認等の条件をチェ

ックするためのコスト負担も生じている。 

これを受け、現状と課題等ＷＧとして議論を行い、個々の制度の意義について精査すること

も必要であるとの観点から、特に日本郵便から環境が変化しているのではないかと示されたも
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のを中心に、関係省（文部科学省、厚生労働省、農林水産省）からヒアリングを実施した（平

成 29 年１月。別紙参照）。 

関係省からのヒアリング等において、各省からは、郵送料金を低料としている制度は、いず

れも政策的に意義があるもので、紙でのやりとりの必要性やニーズ等があり必ずしもＩＣＴで

代替できるものでないこと、仮に低廉料金を見直すこととなった場合はその影響は大きく現行

水準を維持すべきであることなどの意見、その一方で、郵送料金に係る予算措置等については

対応が困難であることなどの意見が示された。 

これらの各省の意見に対して、構成員からは、制度理念（政策目的）を実現するための低廉

料金の必要性の度合いや全体利用者数などの（定量的な）数字が十分に示されていないことか

ら、定量的な数字に基づく必要性・妥当性の説明が必要であること、各省で予算措置もせずに

一民間事業者である日本郵便に負担させることはいかがなものかということ、他のメール便や

ＩＣＴによる代替措置を考慮した検討が必要であること、制度を存続した場合であっても日本

郵便における低廉料金の見直しもありうるのではないかということなどの意見が示された。そ

の一方で、障害者関係の郵便については、引き続き制度的な意義があるのではないかといった

構成員の意見もあった。 

 

３ 議論の整理 

  各制度について、引き続き政策的な意義が認められるのかという点はもちろんのこと、低廉

料金の必要性を理解、把握するためにも、低廉料金サービスの利用者数や低廉料金の政策目的

への寄与度などが分かるような定量的なデータが必要となるが、今般の関係省のヒアリング等

においては、これらの定量的なデータに基づく説明が不足しており、その妥当性を確認するま

でには至らなかった。 

郵便事業を取り巻く収支状況が厳しい中、日本郵便において第三種・第四種郵便物以外の郵

便料金の見直しが行われたが、その一方で、赤字構造となっている低廉料金サービスについて

は、各制度の創設当初から環境の変化などが生じているものもあると考えられることから、当

該低廉料金サービスを義務づけている政府においてそれぞれの意義や妥当性を継続的に確認し

ていくことは有意義なことである。 

今後は、今般の日本郵便や関係省からのヒアリング等を踏まえ、特に個別に議論が必要とさ

れた制度（通信教育、植物種子等、学術刊行物）を中心に、低廉料金制度の必要性や妥当性

を、定量的なデータに基づき、検討会や審議会等の場において、速やかに確認・検証すること

が必要である。 

なお、必要性や妥当性が確認・検証できた場合であったとしても、その場での議論の経過や

内容に応じて、さらには、その後も、技術の進展を含め、環境変化は常に生じうるものである

ことから、定期的に確認・検証していくことが必要である。 

そのためにも当該政策を所管する関係省の協力が必要不可欠であり、関係省においては定量

的なデータの提供、把握等にも努めていただくことを期待する。 
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また、各制度の定期的な確認・検証にあたっては、これまでの現状と課題等ＷＧにおける議

論も踏まえ、真に必要な範囲がどういうものかを含めて、次の論点にも留意することが必要で

ある（別紙参照）。 

 

（図表８ 各制度の定期的な確認・検証の際、留意すべき論点） 

 主な共通論点 主な個別論点 

通信教育 ・定量的なデータ、数字に基づく

必要性・妥当性 

・関係省における予算措置等 

・他のメール便やＩＣＴなどの

代替措置 

電子化の阻害、制度創設当初からの利用の変化 

植物種子等 
農業競争力強化プログラムとの関係、農家の利

用 

学術刊行物 電子化の阻害、小規模学会の存続 

 

なお、日本郵便は民営化されており、制度の趣旨に反しない範囲において、日本郵便の経営

判断で低廉料金の見直しが行われることがあってもよいのではないかといった意見があったこ

とについては留意すべきである。 
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第３章 ユニバーサルサービスの提供方法に係る現状と課題 

第１節 郵便法に定める認可・届出 

１ 現状 

郵便サービスは、郵便法に基づき「なるべく安い料金で、あまねく、公平に提供すること」

とされており、その業務は、日本郵便が行うこととされている。これを担保するために、同法

においては、日本郵便に対し、郵便のユニバーサルサービスの提供方法について、必要な認

可・届出などの手続を設けている。 

主なものは次のとおりである。 

＜郵便料金＞ 

郵便料金は、政策的な低廉料金サービスを義務づけている第三種・第四種郵便物（認可

制）を除き、届出制1となっている。一方、郵便物の中でも、特に軽量（25g 以下）の郵便物

が利用の大宗であり、国民生活において、基本的な通信手段として、重要な役割を果たして

いることから、定形郵便物（第一種 25g 以下）の料金については、上限（郵便法施行規則で

82 円と規定）が設けられるとともに、第二種郵便物の料金はこれより低いこととされてい

る。 

 

＜郵便業務管理規程（郵便物の引受け、配達、送達などのサービス水準に関する規程）＞ 

郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法（ポスト数（約 18 万本）の維持等）、郵

便物の配達の方法（週６日、原則１日１回の配達等）、送達の方法（原則３日以内に送達

等）など、ユニバーサルサービスの維持と信書の秘密を確保するために必要となる事項につ

いては、日本郵便が郵便業務管理規程において定め、総務大臣の認可を受けることとなって

いる。また、当該認可に際しては、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問することとなって

いる。 

 

＜その他（約款等）＞ 

日本郵便は、利用者に対する郵便の役務に関する具体的な提供条件（郵便料金の支払方

法、郵便物の大きさ及び重量の制限など）を郵便約款において定め、総務大臣の認可を受け

ることとなっており、また、郵便業務の一部を委託する場合も、総務大臣の認可2を受ける

こととなっている。 

内容証明及び特別送達のサービスについて、民営化後においても引き続き、日本郵便にお

いて取り扱うことができるようにするため、その信用力を担保する観点から、総務大臣が直

接に監督する仕組みとして郵便認証司制度が設けられ、日本郵便は郵便認証司に係る任命、

                                                  
1 国民生活や郵便事業収支の全体への影響度合いに応じて、事前届出制（30 日前又は 10 日前）や事後届出制と

している。 
2 郵便物運送委託法（昭和 24 年法律第 284 号）に基づく運送業務、郵便切手類販売所等に関する法律（昭和 24

年法律第 91 号）に基づく郵便切手類の販売業務等、簡易郵便局法（昭和 24 年法律第 213 号）に基づく郵便窓

口業務については、委託基準の認可。 
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兼業、懲戒、失職及び罷免について、それぞれ、総務大臣への推薦、申請又は報告が必要と

なっている。 

 

２ 課題等 

現状と課題等ＷＧにおいて、日本郵便からヒアリングしたところ（平成 28 年９月）、次のよ

うな課題が示された。 

  ① 郵便料金の認可・届出に関して、試行的役務について、約款は軽微事項として認可不

要とされているのに対して、料金は届出が必要とされている。 

   ② 郵便業務管理規程の認可に関して、郵便業務管理規程に郵便切手等の金額の種類（料

額印面）を記載することとされていることから、消費税増税対応時等における郵便切手

等の料額印面を変更する際に、郵便料金の届出に加えて、郵便業務管理規程の変更認可

の審議会諮問の手続を経る必要がある。 

  ③ 郵便の業務の一部委託の認可に関して、郵便の運送業務等、別に法律で定めている場

合を除き、個別の受託者の個別の受託業務ごとに認可が必要となっており、受託者が変

更した場合や既存受託者の受託業務追加の場合などにおいて、その都度、認可申請手続

が必要である。 

  ④ 郵便認証司に関して、郵便認証司の任命には、郵便局で必要な郵便認証司の数の調

査、本社への報告、本社での候補者名のチェック、総務省への推薦の作業が必要となる

など、制度の運用に負荷がかかっている。 

これを受け、現状と課題等ＷＧにおいて、平成 28 年 12 月には、郵便法に基づく認可・届出

等に係る日本郵便の事務的負担の軽減を図るため、次のとおり、必要な見直しの検討を行って

いくべきではないかと整理した。 

   ○試行サービスに係る料金及び郵便約款 

       ・ 国民生活等への影響が小さい試行サービスの料金規制の見直し、約款認可を不要

とする軽微事項の見直しを検討。   

       ・ 上記以外の試行サービスの料金規制の考え方については今後検討。 

   ○郵便業務管理規程の認可申請手続 

        利用者の利便確保等を前提とした、郵便切手等の料額印面に係る記載事項や認可基準

の見直しを検討。 

   ○郵便の業務の一部委託に係る手続         

     定型的で多数の者への委託が想定される業務を日本郵便に確認の上、基準認可の可否

について今後検討。 

   ○郵便認証司制度に係る手続等 

     ・ 郵便認証司の罷免等に必要な報告等の手続の見直しを検討。 

     ・ 制度の在り方は、制度創設趣旨等を踏まえ、今後検討。 
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３ 議論の整理 

現状と課題等ＷＧの整理を踏まえ、平成 29 年３月末に郵便法施行規則が改正されるなどに

より、 

   ① 試行サービスに係る料金規制及び郵便約款について、事後届出となる料金の対象範囲

の拡大、郵便約款の認可が不要となる対象範囲の拡大 

   ② 郵便業務管理規程について、郵便料金の改定に伴う関連手続の廃止 

   ③ 郵便認証司について、兼業承認を不要とする対象範囲の明確化や報告頻度の軽減 

が図られることとなり、昨年 12 月の現状と課題等ＷＧの整理として示した事項のうち、省令等

により措置するものについては、必要な対応が行われたものと考えられる。 

 

（図表９ 郵便法施行規則の改正イメージ） 

 

 

 

今後、残された法律による措置が必要な事項についても、継続的に検討を行っていくことが

必要である。 

合わせて、平成 28 年 12 月の現状と課題等ＷＧの整理として示した事項以外のものについて

も、今後の社会情勢の変化などに応じて、また、日本郵便の要望等も踏まえつつ、不断に見直

しや緩和の検討を行っていくことが必要である。なお、「働き方改革」が実行された場合の日

本郵便への影響、特にサービス水準などユニバーサルサービスの提供方法の在り方への影響と

それに応じた見直しの可能性について指摘があったことについては留意すべきである。 
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第２節 郵便局ネットワークの維持 

１ 現状 

日本郵政及び日本郵便は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに

簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあま

ねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークの水準を維持

する責務を有する。 

また、日本郵便においては、郵便局ネットワークを活用して、ゆうパック、投資信託の取扱

い、学資保険の募集、証明書交付事務、郵便局のみまもりサービス等の目的達成業務を営んで

いる他、会社の営業所の店頭スペース等を活用する広告業務等の目的外業務を営んでいる。  

その具体的な郵便局の設置については、ユニバーサルサービスを着実に提供できるよう、日

本郵便株式会社法（平成 17 年法律第 100 号）及び同法施行規則（平成 19 年総務省令第 37

号）により、あまねく全国において利用されることを旨として、原則いずれの市区町村におい

ても一以上の郵便局を設置することが義務づけられている。特に過疎地については、平成 24

年 10 月の改正郵政民営化法の施行の際の水準を保つことが義務づけられている。 

このような制度的な背景の下、郵便局の数は、民営化後も大きな変化なく推移している3。 

 

（図表 10 郵便局数の推移） 

 

日本郵便においては、上記法令に定める郵便局の設置基準に沿って、郵便局の設置が行われ

ている。また、日本郵政グループの事業を支える大切なインフラである郵便局ネットワークの

価値を高めることを目的として、地域の変化に対応した最適な店舗配置に取り組んでいる。具

体的には、人口が増加している地域等へ新規出店を進めるとともに利用の少ない既存郵便局を

他地域に再配置することにより、利便性の高い場所への店舗出店等を実施している。また、郵

便局が稠密する都市部での統廃合や過疎地等におけるユニバーサルサービスを確保しつつ、需

                                                  
3 民営化時（H19 年 10 月１日）直営郵便局：20,241 局、簡易郵便局：4,299 局 

→H29 年１月末 直営郵便局：20,159 局、簡易郵便局：4,270 局 
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要規模に応じた運営形態の見直しも実施している。 

簡易郵便局については、受託者の約９割が個人によるものであり、そのほとんどの局で郵

便・貯金・保険の全業務を実施している。他に、地方公共団体、農協、漁協等が受託者となっ

ている。簡易郵便局の受託者の確保にあたっては、日本郵便において受託者の公募を実施し、

周辺の郵便局や同社ホームページ上に募集地域を掲載して周知している。 

 

（図表 11 簡易郵便局と直営郵便局の比較） 

 

 

（図表 12 簡易郵便局の委託条件・委託手数料） 
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２ 課題等 

現状と課題等ＷＧにおいて、日本郵便からヒアリングしたところ（平成 28 年９月）、次のよ

うな認識が示された。 

○ 日本の社会において急速に進行している、少子高齢化、都市部への人口集中と過疎地

の人口減少という現象を踏まえると、今後も効率的な経営に努めていくものの、現在の

仕組みでこのまま過疎地の郵便局について、ユニバーサルサービスを維持し続けること

が可能かは重要な課題と認識。 

これを受け、現状と課題等ＷＧにおいて、平成 29 年３月及び４月に議論を行ったところ、

構成員からは、郵便局ネットワーク及びユニバーサルサービスの維持について、次のような意

見が示された。 

○ 郵便局ネットワークに係る法令上の基準は、中長期的には見直しも視野に入れつつ検

討していくべきではないか。 

○ 既存の郵便局ネットワークについて、地域と連携しながら、有効かつ積極的に活用す

ることが必要ではないか。 

○ 直営郵便局、簡易郵便局にはそれぞれメリット、デメリットがあるが、簡易郵便局も

郵便局ネットワークの一翼を担う存在である。簡易郵便局の受託者を安定的に確保する

ため、地方公共団体による受託の拡大、受託希望者と地域のニーズをマッチングする仕

組み、受託者のモチベーションを上げるような仕組み等について検討していくべきでは

ないか。 

○ 郵便局の機能に着目し、移動郵便局や出張サービスの活用によって、より機能的にユ

ニバーサルサービスを維持することができるのではないか。 

○ 地方公共団体の事務を取り扱うことは郵便局の収益にもつながると思うので、日本郵

便が積極的に地方公共団体や利用者のニーズを吸い上げていくことも必要ではないか。 

○ 郵便局の運営が今後立ち行かなくなる可能性がないわけではなく、日本郵便ではでき

ない部分についてはコストをシェアすることも必要ではないか。 

○ 郵便局ネットワーク及びユニバーサルサービスの維持については、会社の経営努力に

よることが前提だが、現行水準においてはいつ限界を迎えるのか、あるいはそういった

時期に置局水準やサービスレベルをどうするのかについて、想定をしておくとともに、

ユニバーサルサービスの提供に係るコスト等各種データは保有しておく必要があるので

はないか。 

 

３ 議論の整理 

郵便局ネットワークについては、現状では、日本郵便株式会社法第６条第１項や同法施行規

則第４条第１項に規定されている郵便局の設置基準に基づき、日本郵便の経営努力により維持

されているところである。 

現状では法令解釈上、郵便局を物理的に設置することが前提となっており、日本郵便として
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も、局舎の郵便局が、郵便局ネットワークの基本であり、移動郵便局等は補完的なものである

と考えているところである。したがって、当面は現行の設置基準等に基づき、引き続き郵便局

ネットワークを維持していくことが必要と考えられる。 

郵便局ネットワークは、郵政事業を支える大切なインフラであり、地域の生活を支えるイン

フラでもあることから、今後も郵便局ネットワークを維持していくために、既存の郵便局ネッ

トワークを積極的に活用して、公益性・地域性が発揮できるよう、地方公共団体とも連携し、

地方公共団体事務の取扱い、郵便局のみまもりサービス、マイナンバーカードを活用したキオ

スク端末の導入、などの取組を進めていくことが必要である。また、地方公共団体が事業主体

となる地域振興や過疎対策に係る事業においては、郵便局も積極的に参画し、地域において重

要な役割を果たしていくべきである。 

また、直営郵便局とともに郵便局ネットワークの一翼を担う簡易郵便局については、受託者

の確保が課題となっていることから、日本郵便において、周知活動の強化や受託条件の検討な

ど、積極的な取組がなされることを期待する。さらに、安定的な受託者の確保に向けた１つの

方策として、地方公共団体における受託の推進について、日本郵便及び総務省において今後考

慮していくべきである。 

一方、郵便局ネットワークを通じて提供される郵政事業のユニバーサルサービスについては、

まずは、郵政民営化法第７条の２の趣旨に沿って日本郵政及び日本郵便が収益力の強化やコス

ト削減などの経営努力により、ユニバーサルサービス提供の責務を果たしていくことが基本で

あるが、将来にわたるユニバーサルサービスの安定的な確保については、日本郵政グループ等

の意向を踏まえつつ、国等による支援措置の必要性などコスト負担の在り方を含め、引き続き

検討を行っていくべきである。 

さらに、郵便局ネットワークの維持については、中長期的な課題として、現行制度や運用等

の見直しの必要性も含め、引き続き検討を行っていくべきである。 

なお、引き続き検討とされた事項（将来にわたるユニバーサルサービスの安定的な確保、郵

便局ネットワークの維持に関する中長期的な課題等）の検討にあたっては、日本郵便からも積

極的な意見表明が行われることを期待する。 
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第４章 ユニバーサルサービスコストの算定手法 

第１節 情報通信審議会答申（平成 27 年９月 28 日）において指摘された郵政事業のユニバーサ

ルサービスコストの算定に係る課題 

情報通信審議会答申（平成 27 年９月 28 日）（以下「答申」という。）においては、ユニバー

サルサービスコストの算定手法の更なる検証が求められるとともに、今後もユニバーサルサー

ビスコストの算定を継続し、国民・利用者はもとより、関係する事業者等に対しても広く、分

かりやすく説明していくことが適当であるとされた。 

なお、その際には、次の観点を踏まえながら、ユニバーサルサービスコスト算定の意義、必

要性及び活用可能性等を含め、ユニバーサルサービスコストの算定手法の検証の中で検討して

いくことが必要であるとされた。 

・ ユニバーサルサービスコストの算定に当たっては、日本郵政及び日本郵便の経営効率

化やコスト削減努力等の経営努力を前提としたコストを明らかにすること。 

・ 今回の算定モデルでは取り込めていないユニバーサルサービスの提供維持に影響を与

える外部環境変化の要因（人口減少の更なる進行、超高齢化の急激な進展等）について

考慮することも可能なモデルの構築を図ること。 

・ ユニバーサルサービスコストの算定方法については、サービスレベルの変化等の具体

的な施策によるコスト削減の効果を試算に反映させる等、国民・利用者が郵政事業に期

待するサービスの範囲・水準の中長期的な変化を踏まえた、国民全般にとって分かりや

すい説明が可能となるようにすること。 

・ コスト算定に当たっては日本郵政及び日本郵便の決算等の実績データを用いることか

ら、企業としての秘密保持にも配意しつつ、当該データの整理方法についての一定のル

ール整備の検討等を含め、コスト算定プロセス及び算定結果の透明性を確保すること。 

 

第２節 答申において構築された郵政事業のユニバーサルサービスコストの算定手法の概要 

１ ユニバーサルサービスコスト算定の基本的な考え方 

  郵政事業のユニバーサルサービスコスト算定においては、ＮＡＣ（Net Avoidable Cost：回

避可能費用）法を採用するとともに、ＰＡ（Profitability Approach：収益性アプローチ）法に

よる算定も可能となるようなモデルが構築されている。 

・ＮＡＣ法：仮にユニバーサルサービスの提供義務がなくなり、事業体が不採算地域・役

務等のサービス提供を停止することにより、節約できる純費用（利益改善額）

をユニバーサルサービスコストとする手法 

・Ｐ Ａ 法：仮にユニバーサルサービス義務が緩和された場合のサービス水準の変更によ

り、利益水準がどのように変動するかを算定し、当該変動額（利益改善額）を

ユニバーサルサービスコストとする手法 
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（図表 13）ユニバーサルサービスコスト算定手法 

 

 

（図表 14）ＮＡＣ法による算定の考え方 

 

 

２ 算定モデルの概要 

（１）算定モデルの要件 

日本郵便からのデータを基に、集配郵便局のエリア（約 1,000）単位で、役務別損益を算定

する。役務別損益は、郵便の役務（郵便窓口業務を含む。）と郵便局窓口業務について役務別

に算定する。 
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（図表 15）ユニバーサルサービスコスト算定モデルのイメージ 

 

 

（２）収益・費用等の算定方法の考え方 

郵便の役務の収益・費用の算定は以下のとおりとなっている。 

・ 引受から配達までの作業工程を、①郵便局引受、②集荷収集、③集配郵便局差立区

分、④集配郵便局～地域区分局輸送、⑤地域区分局差立区分、⑥地域区分局間輸送、

⑦地域区分局到着区分、⑧地域区分局～集配郵便局輸送、⑨集配郵便局到着区分、⑩

配達、の 10 工程に分割。 

・ 収益については、地域別・役務別の郵便物数に、役務別の１通あたりの料金収入を

乗じること等により算定する。経由地域別損益を採用する場合は、役務や引受位置等

の別によって算定された全国平均値による配分比率を一律に適用して各工程に配分

する。 

・ 費用については、地域別・役務別・工程別の郵便物数に、地域別・役務別・工程別

の１通あたりの費用を乗じること等により、地域別・役務別・工程別に算定する。 

・ 地域別損益算定方法については、①発側地域別損益、②着側地域別損益、③経由地

域別損益の３種類の算定方式を実装するが、③経由地域別損益による算定方式を中心

とする。 

 

郵便局窓口業務の収益・費用は、すべて取扱局（発側地域）で発生したものとして計上す

る。 
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（図表 16）収益・費用等の算定方法の考え方 

 

 

第３節 郵政事業のユニバーサルサービスコスト算定手法の検討 

１ ユニバーサルサービスコスト算定モデル 

（１）全体 

ア 現状等 

    答申において、平成 27 年度に公表された郵政事業のユニバーサルサービスコスト算定モ

デルは、郵便役務のユニバーサルサービスコストを算定する「郵便モデル」と、郵便局窓

口業務（郵便・銀行・保険窓口）のユニバーサルサービスコストを算定する「郵便局窓口

モデル」から構成されている。 

    郵便モデル、郵便局窓口モデルは、ＮＡＣ法を採用するとともに、郵便モデルについて

は、ＰＡ法による算定も可能となるように、地域別・役務別の収益・費用・損益をボトム

アップ方式で算定する方式を採用している。 

 

イ 議論の整理 

郵政事業のユニバーサルサービスコスト算定モデルについて、特に確認を要する項目と

した「算定手法」「郵便・物流ネットワークの再編によるモデルへの反映方法」「コスト算

定の地域単位」「収益の配分方法」の検討課題を含め、答申で示されたユニバーサルサービ

スコストの算定手法を検証した結果、日本郵便の経営効率化の取組を反映するために、一

部改善する必要はあるものの、おおむね答申で示された手法に従って、次回の算定をする

ことが適当であり、したがって、答申において試算が示されたユニバーサルサービスコス

トは、現状における事業実態を踏まえた試算として、その傾向をみる上では、支障がない

ものであると考えられる。 

「算定手法」「郵便・物流ネットワークの再編によるモデルへの反映方法」「コスト算定

の地域単位」「収益の配分方法」の個別の検討結果は、次項以降のとおりである。 

 

【郵便物の流れとモデルで想定した10工程のイメージ】 【地域別の損益算定方法のイメージ】

実際の
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集配郵便局・配送路を経由する。費用を発地域別・着地域別・経路別など

複数の集計単位で自由に積算できるようにするために、各工程におい て

１通の郵便物を処理するための費用（役務により異なる）を計算し、
これを必要に応じて積算する方式を採用した。

輸送
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（２）算定手法 

ア 現状等 

郵便モデル、郵便局窓口モデルは、ＮＡＣ法を採用するとともに、郵便モデルについて

は、ＰＡ法による算定も可能となるように、地域別・役務別の収益・費用・損益をボトム

アップ方式で算定する方式を採用している。答申では、ＮＡＣ法により赤字地域における

赤字総額をユニバーサルサービスコストとする考え方により試算結果を公表している。 

    ＮＡＣ法は、赤字の地域・役務に係る赤字総額を算定するものであり、要因の分析や改

善策の検討に適している。ＰＡ法は、一定の措置を「シナリオ」とし、当該「シナリオ」が

実行された場合の損益改善額を算定するものであり、サービスの内容・水準や料金の見直

しといった政策的措置や経営上の措置について評価する場合に適している。 

    算定手法は、ユニバーサルサービスコスト算定の基本となり、ＮＡＣ法やＰＡ法など複

数の手法があるが、採用手法が諸外国でも異なり、確立されたものがない。 

 

イ 議論の整理 

答申で採用した赤字地域や赤字サービスを維持するために要する費用をユニバーサルサ

ービスコストとして算定するＮＡＣ法が国民・利用者にとって理解がしやすいことから、

引き続き、郵便モデル、郵便局窓口モデルともにＮＡＣ法のボトムアップ方式を採用する

ことが適当である。 

    また、郵便モデルについては、将来的には、サービス水準等の見直しの影響など、政策

判断の参考材料あるいは政策判断の検証を可能とする観点から、引き続き、ＰＡ法のボト

ムアップ方式による算定も可能となるモデルとすることが適当である。 

 

（３）郵便・物流ネットワークの再編によるモデルへの反映方法 

ア 現状等 

日本郵便においては、集配郵便局内で行っている郵便物等の区分作業を地域区分局に集

中し、機械化・簡素化を進めることで、郵便・物流ネットワーク全体の生産性を向上させ

るとともに、今後の成長基盤の構築等に資するため、郵便・物流ネットワークの再編に取

り組んでいる。 

郵便モデルは、郵便・物流ネットワークの再編前のネットワーク構造に基づいて設計さ

れており、原則として、全ての集配郵便局において区分業務を実施する想定となっている。

また、区分機は必要台数を設置、建物面積は必要面積のみ、という一定の効率化の仮定を

置いている。 

    一方で、郵便・物流ネットワークの再編は、平成 27 年度から平成 29 年度にかけて実施

される予定であり、答申において、ユニバーサルサービスコストの算定手法の検証の際に

は、「ユニバーサルサービスコストの算定に当たっては、日本郵政及び日本郵便の経営効率

化やコスト削減努力等の経営努力を前提としたコストを明らかにする」観点を踏まえるこ
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ととされている。 

 

（図表 17）日本郵便の郵便・物流ネットワークの再編 

 

 

イ 議論の整理 

日本郵便の経営効率化の取組の中で、特に、郵便モデルに影響を及ぼす、日本郵便にお

ける郵便・物流ネットワークの再編の内容については、モデルでも採用することが適当で

あり、郵便・物流ネットワークの再編は平成 29 年度までの計画となっていることから、で

きるだけ、日本郵便の効率化の実態を反映するためには、平成 29 年度までの再編終了後の

状況を踏まえたモデルとすることが適当である。 

    一方で、再編終了前に、算定する必要がある場合には、その再編による郵便物の流れが

再編地域で一律同じように変わるものでないことから、すでに再編が終了した地域の状況

を基に全体を想定したものとはせず、あくまで、再編された地域に限定したものとして反

映することが望ましい。 

    また、答申における試算と同様、引き続き、区分機は必要台数を設置、建物面積は必要

面積のみという一定の効率化の仮定を置いて算定することで、できるだけ、効率化を反映

したものとすることが適当である。 
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（４）コスト算定の地域単位 

ア 現状等 

郵便モデル、郵便局窓口モデルともに、全国約 1,000 箇所の集配郵便局のエリア単位で

設計されている。 

    郵便役務は基本的に集配郵便局エリア単位で実施されているため、郵便モデルは集配郵

便局のエリア単位を採用している。また、郵便局窓口業務も集配郵便局エリア内の複数局

にまたがる営業活動等があること、また郵便モデルとの算定単位の整合性を考慮し、郵便

局窓口モデルも集配郵便局のエリア単位を採用している。なお、日本郵便は、郵便局単位

の損益管理を実施していない。 

    なお、ＮＡＣ法により、赤字地域における赤字総額をユニバーサルサービスコストとし

て算定する場合、地域単位の設定が必要であるが、構成員からは、地域単位の設定の仕方

により、算定されるユニバーサルサービスコストが異なるとの意見があった。 

    また、答申（案）に対して、日本郵便から、「ユニバーサルサービスコストの算定につい

ては、郵便サービスと窓口サービスの性質が異なる点にも配慮いただくよう」との意見が

あった。 

 

イ 議論の整理 

    郵便業務については、①集配郵便局が、当該地域で引き受けた郵便物を集約し、他地域

へ配送する拠点であること、②集配郵便局が当該地域への郵便物の配達についても行って

いること、といった、郵便業務の実態を反映する観点から、集配郵便局のエリア単位とす

ることが適当である。 

これは、電気通信事業分野におけるユニバーサルサービス制度の運用に当たり、加入電

話に係るコストを、加入者回線を収容しているＮＴＴ東西の局舎単位で算定していること

から鑑みて、適当である。 

    一方、郵便局窓口業務については、①窓口業務は郵便局単位で行われているが、当該地

域の渉外社員は集配郵便局に駐在し、集配郵便局エリアを対象とした営業活動等を行って

いること、②郵便局単位に対応した営業の地域単位がないこと、③窓口業務の収益は、ゆ

うちょ銀行・かんぽ生命保険からの業務委託手数料であるために、その収益を郵便局単位

で配分するための客観的な方法がないこと、から、郵便局単位でのコスト算定をすること

は、現時点では困難である。 

また、集配郵便局のエリア単位で行うことで、郵便と同様の単位で評価することができ

るというメリットもあることから、当面は集配郵便局のエリア単位で算定を行うことが適

当である。 

なお、郵便局窓口業務については、将来的には、現行の集配郵便局のエリア単位よりも

細かくユニバーサルサービスコストを算定する単位として、市町村単位とする方法も今後

の課題として検討することが考えられる。この場合、郵便モデルとは算定単位が異なる点
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については留意が必要である。 

 

（図表 18）コスト算定モデルの地域単位 

 

 

（５）収益の配分方法 

ア 現状等 

郵便モデルでは、収益が地域に直課できない場合に、収益を、経由する局ごとに、全国

平均の工程別費用割合で配分している（経由地域別損益）。経由地域別に収益を一定の比率

により配分する方法は、日本郵便において用いられている。 

    郵便局窓口モデルでは、収益（窓口業務委託手数料）は、変動的収益と固定的収益から

なると仮定し、変動的収益は、預貯金残高、預貯金受払等の取扱件数、新規保険契約件数

等に応じて配分し、固定的収益は、全国総額を集配郵便局エリアの人口比で配分している。 

    なお、ＮＡＣ法により、赤字地域における赤字総額をユニバーサルサービスコストとし

て算定する場合、地域別の収益の計算も必要であり（コスト算定の地域単位と密接な関係

がある）、収益については、地域に直課できない場合は、より地域の事情が反映できるよう

な配分方法を採用することが望まれる。 
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（図表 19）郵便局窓口モデルの収益の配分方法 

 

イ 議論の整理 

郵便モデルについては、経由地点ごとに収益を一定の比率により配分する方法は、事業

を営む日本郵便を含む運送業界において用いられていることから、考え方としては実態に

も合っている。したがって、郵便モデルについては、引き続き、経由する局ごとに、全国

平均の工程別費用割合で収益を配分することが適当である。 

    郵便局窓口モデルについては、引き続き、収益は、変動的収益と固定的収益からなると

仮定した上で、変動的収益は預貯金残高、預貯金受払等の取扱件数、新規保険契約件数等

で、また、固定的収益は人口比以外に適当な方法がないことから、引き続き、全国総額を

コスト算定エリアの人口比で配分することが適当である。 

 

２ 将来予測の手法 

（１）現状等 

   郵便役務については、答申において、過去 10 年間の郵便物の利用動向を踏まえた推計値に、

平成 24 年度に実施した調査研究による直近の需要動向を加味した補正を加え、平成 25 年度

を起点にして、上位、中位、下位のシナリオで、平成 35 年度まで試算している。 

   郵便局窓口業務については、答申において、直近５年間の窓口業務委託手数料の推移に基

づいて、平成 25 年度を起点にして、上位、中位、下位のシナリオで、平成 35 年度まで試算

している。 

 

（２）議論の整理 

郵便役務については、ＧＤＰや人口動態（人口減少の更なる進行、超高齢化の急激な進展

等）と特段の相関性は見られないため、郵便物数の推移から予測することが適当である。こ

の場合、ＩＣＴへの移行の度合いのほか、特に、第二種郵便物等の料金値上げの状況を踏ま

えたものとすることが適当である。 

   郵便局窓口業務については、他の銀行や保険会社など業界全体の動向と特段の相関性は見

収益（窓⼝業務
委託⼿数料）

変動的収益

固定的収益

全国 地域別

変動的収益

固定的収益

窓⼝業務取扱件
数や預貯⾦残⾼
等に応じて配分

⼈⼝に応じて
配分

地域の窓⼝業務取扱件数や
預貯⾦残⾼等

×
1件あたり収⼊単価や

収⼊料率

地域の⼈⼝
×

1⼈あたり収⼊単価

郵便局窓⼝モデルにおける⼿数料の地域別配分

（具体的な算定式）
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られないため、窓口業務委託手数料の変化の状況を踏まえ予測することが適当である。 

   なお、上記の補強材料として、郵便役務や郵便局窓口業務について、本格的な需要動向調

査を実施することが望ましい。 

 

（図表 20）郵便物等物数の推移と人口・ＧＤＰの推移 

 

 

（図表 21）業界動向と日本郵便の手数料収入 

 

○ 郵便物等物数の推移は、人口やＧＤＰの推移と特段の相関性は見られない。

※2010年度と2011年度については
東⽇本⼤震災の影響を除くための補
正処理を施している
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○ 日本郵便の手数料の推移を、業界の活動動向（活動指数）と比較した。
○ 日本郵便の手数料の傾向は、業界全体の活動傾向とは乖離している。

※業界動向としては、経済産業省の公表している「第３次産業活動指数」を⽤いた。同指数は、第３次産業に属する業種の⽣産活動を総
合的に捉えることを⽬的として、売上⾼や取扱量などの各種の指標から作成されているもの。
※活動指数、⼿数料ともに、2008年度を100とする指数化を⾏っている。
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３ ユニバーサルサービスコストの算定の意義、必要性、算定結果の活用可能性、主体、頻度 

（１）現状等 

ユニバーサルサービスコストは、ユニバーサルサービス義務に係る負担を定量的に明らか

にするものである。 

   諸外国では、おおむね、①規制当局が政策判断の材料すること、②ユニバーサルサービス

事業者が自らの負担を明らかにして支援措置要望の材料とすること、を目的として、ユニバ

ーサルサービスコストの算定が行われている。 

また、定期的に実施している国とアドホックに実施している国があり、前者は、支援措置

が導入されていて、その運用のために事業者が毎年算定を行っている例が多い。 

   我が国では、事業者が提供するユニバーサルサービスの維持に関する大局的な判断材料を

得るため、答申において、平成 25 年度のデータに基づき試算を行い、その結果を平成 27 年

度に公表した。なお、事業者自らは算定していない。 

 

ア 規制当局が算定する場合 

規制当局は、ユニバーサルサービスとして提供を義務づけるサービスの具体的な内容・

水準について政策判断を行い、事業者におけるサービス提供を監督する立場にある。 

この立場からは、ユニバーサルサービスを確保するための政策判断や監督上の政策的措

置（規制緩和、サービス内容・水準の変更、料金変更の妥当性の評価等）を行う場合には、

その措置の影響について定量的に評価するためコスト算定を行う意義がある。また、直ち

に政策判断や監督上の措置をとらないとしても、ユニバーサルサービスの現状について定

量的に把握し国民に対して明示するために定期的にコスト算定を行うことなど、国民・利

用者への情報開示の観点から行うことも考えられる。 

この際、規制当局は実際に事業を行っているわけではないため、ユニバーサルサービス

事業者から必要なデータの提供を受けることが不可避であるが、このデータ提供を、規制

当局と事業者の協力関係によって行う場合や規制当局が事業者に義務づけることによって

行う場合が考えられ、諸外国の中には、データ提供を事業者に義務づけている例もある。 

なお、具体的な算定については、米国では法令により毎年の算定が義務づけられている

一方、英国では規制当局がアドホックに算定している。 

いずれにしても、いかなる頻度であっても、事業者からのデータ提供が必須となれば、

そのデータは膨大となることから、事業者にも多大な負担が生じることになる。 

 

イ ユニバーサルサービス事業者が算定する場合 

ユニバーサルサービス事業者は、公的に義務づけられたユニバーサルサービスの提供を

担う立場にある。ユニバーサルサービスの提供は、企業的経営の下で行われるものである

以上、①企業的経営の下における採算性・経営上の負担を明確にすること、②利用者・株

主等にその情報を開示すること、③その負担は独力で賄うことが困難である場合に一定の
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支援を求めること等が考えられる。 

欧州では、ユニバーサルサービス確保のための措置として、事業者や国庫からの支出に

よるユニバーサルサービス基金の制度を採ることがＥＵ指令で認められており、基金の制

度が運用されている国では、事業者は支援を要する金額を明らかにするためコスト算定を

行っている。 

この場合、支援措置が導入されている国では、毎年、事業者が算定している例が多いが、

加えて、政府からの支出額を決定するために規制当局もコスト算定を行い、事業者の算定

したものを審査するといったことが行われている例もある。 

なお、支援措置が導入されていない場合であっても、支援措置を要望するために事業者

が算定を行うことは考えられる。 

 

（図表 22）諸外国における郵便のユニバーサルサービスコストの算定事例 

 

  

 

（２）議論の整理 

ア ユニバーサルサービスコストの算定の意義、必要性、算定結果の活用可能性 

  ユニバーサルサービス提供義務に係る負担を明らかにすることは、ステークホルダー（国

民・利用者・事業者の株主等）に対する説明、ユニバーサルサービス確保のために必要な

政策的措置や事業者の経営努力に係る検討等に資する。 

    我が国では、補助金等の支援措置が予定されていないこと、郵政事業に係る制度が、諸

外国や電気通信とは異なり、競争事業者の参入による、会社間の接続問題がないことなど

制度や競争環境が異なることに鑑みて、当面は、ユニバーサルサービスコストを国民・利

用者に明示し、郵政事業のユニバーサルサービスの実態を理解していただくことを主目的
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として、ユニバーサルサービスコストの算定結果を活用することが適当である。 

    また、将来的に、モデルの汎用性が高まれば、政策判断の参考材料や政策判断の事後検

証としての活用可能性についても検討していくことが望ましい。 

 

イ ユニバーサルサービスコストの算定の主体 

我が国では、「ア ユニバーサルサービスコストの算定の意義、必要性、算定結果の活用

可能性」のとおり、現在の制度及び競争環境等を踏まえると、当面は、事業者の協力を得

て、規制当局がユニバーサルサービスコストの算定を行っていくことが適当である。 

    一方で、現に、ユニバーサルサービスを行っている事業者として、その実態を自ら算定

し公表することが望ましいとの意見や規制当局が算定する場合であっても事業者から必要

なデータの提供を義務づけることが望ましいとの意見があった。したがって、事業者の積

極的な協力を求める必要がある。 

 

ウ ユニバーサルサービスコストの算定の頻度 

我が国では、事業者の協力を前提とし、事業者からの膨大なデータ提供が不可欠であり、

そのためには、事業者にも多大な負担が生じることになる。また、膨大なデータを処理し、

算定を行い、その結果の検証には多くの時間を要することになることを踏まえると、定期

的な算定を行うのではなく、事業環境の変化等を踏まえた、アドホック的な算定を必要に

応じて行うことが適当である。 

 

第４節 今後の取組 

検討会の議論を踏まえた改善モデルに基づく郵政事業のユニバーサルサービスコストの算定

については、今回は行わないが、改めて算定する際は、検討会で示した方向性を基に、検討会

や審議会等第三者的な体制の場で、算定及びその算定結果の評価を行うことが適当である。 

また、算定については、平成 29 年６月１日の第二種郵便物等の料金改定の影響、郵便・物流

ネットワークの一定の再編といった事業環境の変化を反映したもので算定することが望ましい

ことから、平成 29 年度以降のデータを入手して、平成 30 年度以降に算定することを基本とし

て考えることが適当である。ただし、いずれの場合も、日本郵便のデータ提供が不可欠である

ことから、必要な協力を求める必要がある。 
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１ 開催要綱 

 
「郵便のユニバーサルサービスに係る課題等に関する検討会」開催要綱 

 

１ 目   的 
 

 日本郵政株式会社（以下「日本郵政」という。）及び日本郵便株式会社（以下「日本郵便」と

いう。）が責務を負っている郵政事業のユニバーサルサービスの確保については、平成 27 年９

月の情報通信審議会答申において中長期的に検討すべき方策が示された。 

また、平成 27 年 11 月には、日本郵便の持株会社である日本郵政並びに株式会社ゆうちょ銀

行及び株式会社かんぽ生命保険の株式が上場されたことを受け、平成 27 年 12 月の郵政民営化

委員会所見では、日本郵政グループに対しては、「行政当局においては、各社の経営努力と市場

のチェック機能を信頼し、直接の関与は最小限のものとしていくことが肝要である」とされた

ところである。 

これらを踏まえ、諸外国の状況等も参考にしつつ、我が国の郵便のユニバーサルサービスを

維持していくための中長期的な諸課題について検討・整理するとともに、ユニバーサルサービ

スの経済的基盤の現状を検証するための方法の確立を目指した検討を行うことを目的として、

検討会を開催する。 

 

２ 名   称 
 

 「郵便のユニバーサルサービスに係る課題等に関する検討会」（以下「本検討会」という。）

と称する。 

 

３ 検 討 内 容 
 

（１） ユニバーサルサービスを構成するサービスの現状と課題の整理 

（２） ユニバーサルサービスの提供方法に係る現状と課題の整理 

（３） ユニバーサルサービスコストの算定手法の検討 

（４） その他 

 

４ 運   営 
 

（１） 本検討会は、情報流通行政局郵政行政部長の検討会として開催する。 

（２） 本検討会の構成員は別紙のとおりとする。 

（３） 本検討会には、郵政行政部長があらかじめ指名する座長を置く。 

（４） 座長は、本検討会を招集し、主宰する。 

（５） 座長は、必要があると認めるときは、座長代理を指名することができる。 

（６） 座長代理は座長を補佐し、座長不在のときには座長に代わり本検討会を招集し、主宰

する。 
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（７） 座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことがで

きる。 

（８） 座長は、必要に応じて、本検討会の下でワーキンググループを開催することができる。 

（９） ワーキンググループの構成員及び運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

（10） その他、本検討会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

５ 議事等の公開 
 

（１） 会議及び本検討会の資料については、それぞれ、公開することにより当事者又は第三

者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがあると座長が認める場合を除き、

原則として公開する。 

（２） 本検討会終了後、速やかに議事要旨を作成し、公開する。 

 

６ 開 催 期 間 
 

平成２８年７月から１年程度を目途とする。 

 

７ 庶   務 
 

本検討会の庶務は、情報流通行政局郵政行政部郵便課が、郵政行政部関係課室と連携して行

う。 
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（別紙） 

 

構成員 

 

（敬称略、座長を除き五十音順、肩書きは平成 29 年６月時点のもの） 

（座長） 村本 孜 成城大学 名誉教授 

（座長代理） 井手 秀樹 慶應義塾大学 名誉教授 

 大平 展子※ 特定非営利活動法人夢未来くんま 副理事長 

 関口 博正 神奈川大学 経営学部 教授 

 竹内 健蔵 東京女子大学 現代教養学部 教授 

 東條 吉純 立教大学 法学部 教授 

 長田 三紀 全国地域婦人団体連絡協議会 事務局長 

 藤沢 久美 シンクタンク・ソフィアバンク 代表 

 山田 忠史 京都大学大学院 経営管理研究部 准教授 

（工学研究科 都市社会工学専攻 准教授 兼任） 

 横田 純子※ 特定非営利活動法人素材広場 理事長 

 米山 高生 東京経済大学 経営学部 教授 

 ※第２回会合から参加。 
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「現状と課題等に関するワーキンググループ」開催要綱 
 

１ 目   的 
 

 本ワーキンググループ（以下「本ＷＧ」という。）は、「郵便のユニバーサルサービスに係る

課題等に関する検討会」（以下「検討会」という。）の下で開催されるワーキンググループとし

て、ユニバーサルサービスを構成するサービスの現状と課題の整理等を行うことを目的とする。 
 

２ 名   称 
 

 本ＷＧは、「現状と課題等に関するワーキンググループ」と称する。 
 

３ 検 討 内 容 
 

（１） ユニバーサルサービスを構成するサービスの現状と課題の整理 

（２） ユニバーサルサービスの提供方法に係る現状と課題の整理 
 

４ 運   営 
 

（１） 本ＷＧの構成員は別紙のとおりとする。 

（２） 本ＷＧの主査は、検討会座長が指名する。 

（３） 主査は、本ＷＧを招集し、主宰する。 

（４） 主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。 

（５） 主査代理は、主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって本ＷＧを招集し、主宰

する。 

（６） 主査は、必要に応じて構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 

（７） 本ＷＧにおいて検討された事項は、主査が取りまとめ、これを検討会に報告する。 

（８） その他、本ＷＧの運営に必要な事項は、主査が定めるところによる。 
 

５ 議事等の公開 
 

（１） 会議及び本ＷＧの資料については、それぞれ、公開することにより当事者又は第三

者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがあると主査が認める場合を除き、

原則として公開する。 

（２） 本ＷＧ終了後、速やかに議事要旨を作成し、公開する。 
 

６ 開 催 期 間 
 

平成２８年７月から１年程度を目途とする。 

 

７ 庶   務 
 

本ＷＧの庶務は、情報流通行政局郵政行政部郵便課が、郵政行政部関係課室と連携して行う。 
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（別紙） 

 

構成員 

 

（敬称略、五十音順、肩書きは平成 29 年６月時点のもの）  
池田 千鶴 神戸大学大学院 法学研究科 教授 

 大谷 和子 株式会社日本総合研究所 法務部長 

 大橋 弘 東京大学大学院 経済学研究科 教授 

 大平 展子※ 特定非営利活動法人夢未来くんま 副理事長 

 佐々木 百合 明治学院大学 経済学部 教授 

（主査代理） 東條 吉純 立教大学 法学部 教授 

（主査） 米山 高生 東京経済大学 経営学部 教授 

  ※第２回会合から参加 
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「コストの算定手法等に関するワーキンググループ」開催要綱 

 

１ 目   的 
 

 本ワーキンググループ（以下「本ＷＧ」という。）は、「郵便のユニバーサルサービスに係る

課題等に関する検討会」（以下「検討会」という。）の下で開催されるワーキンググループとし

て、ユニバーサルサービスコストの算定手法の検討を行うことを目的とする。 
 

２ 名   称 
 

 本ＷＧは、「コストの算定手法等に関するワーキンググループ」と称する。 
 

３ 検 討 内 容 
 

 ユニバーサルサービスコストの算定手法の検討 
 

４ 運   営 
 

（１） 本ＷＧの構成員は別紙のとおりとする。 

（２） 本ＷＧの主査は、検討会座長が指名する。 

（３） 主査は、本ＷＧを招集し、主宰する。 

（４） 主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。 

（５） 主査代理は、主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって本ＷＧを招集し、主宰

する。 

（６） 主査は、必要に応じて構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 

（７） 本ＷＧにおいて検討された事項は、主査が取りまとめ、これを検討会に報告する。 

（８） その他、本ＷＧの運営に必要な事項は、主査が定めるところによる。 
 

５ 議事等の公開 
 

（１） 会議及び本ＷＧの資料については、それぞれ、公開することにより当事者又は第三

者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがあると主査が認める場合を除き、

原則として公開する。 

（２） 本ＷＧ終了後、速やかに議事要旨を作成し、公開する。 
 

６ 開 催 期 間 
 

平成２８年８月から１年程度を目途とする。 
 

７ 庶   務 
 

本ＷＧの庶務は、情報流通行政局郵政行政部郵便課が、郵政行政部関係課室と連携して行う。 
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（別紙） 

 

構成員 

 

（敬称略、五十音順、肩書きは平成 29 年６月時点のもの） 

 泉本 小夜子 公認会計士 

（主査） 関口 博正 神奈川大学 経営学部 教授 

 高橋 賢 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 教授 

（主査代理） 竹内 健蔵 東京女子大学 現代教養学部 教授 

 山田 忠史 京都大学大学院 経営管理研究部 准教授 

（工学研究科 都市社会工学専攻 准教授 兼任） 

 横田 純子※ 特定非営利活動法人素材広場 理事長 

  ※第２回会合から参加。 
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２ 開催実績 

年月日 親会 現状と課題等に関するＷＧ コストの算定手法等に関するＷＧ 

平成 28 年

７月 

7/25 第１回 

○ＷＧの開催 

○検討スケジュール（案） 

  

 7/29 第１回 

○検討スケジュール（案） 

○今後の主な検討事項  

 

８月   8/2 第１回 

○検討スケジュール（案） 

○今後の主な検討事項  

９月 

 

 9/13 第２回 

○我が国及び諸外国の郵便制度の現状 

○日本郵便へのヒアリング 

 

  9/20 第２回【非公開】 

○情報通信審議会におけるユニバ

コストの算定の手法  

10 月  10/17 第３回 

○前回会合での主なご意見 

○政策的低廉料金サービス 

 

 10/26 第４回【非公開】 

○日本郵便へのヒアリング 

 

  10/28 第３回【非公開】 

○諸外国におけるユニバコストの

算定事例 

○日本郵便へのヒアリング 

11 月  11/15 第５回 

○郵便法に定める認可・届出 

 

 11/22 第６回【非公開】 

○本ＷＧのこれまでの検討状況 

 

  11/25 第４回【非公開】 

○ユニバコストの算定手法の検討

に関する論点 

12 月 12/16 第２回 

○両ＷＧの検討状況の報告 

  

平成 29 年

１月 

 1/24 第７回 

○第三種・第四種に係る関係省庁ヒア

リング 

 

  1/27 第５回【非公開】 

○ユニバコスト算定モデルの主な

検討課題 
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 1/31 第８回 

○第三種・第四種に係る関係省庁ヒア

リング 

 

２月   2/22 第６回【非公開】 

○日本郵便へのヒアリング 

○ユニバコスト算定モデルの主な

検討課題 

３月   3/9 第７回【非公開】 

○ユニバコスト算定モデルの算定

方法 

○ユニバコスト算定モデルの主な

検討課題 

 3/24 第９回 

○地域における郵便局ネットワークの

現状 

 

  3/27 第８回【非公開】 

○ユニバコスト算定モデルの主な

検討課題 

○ユニバコスト算定の意義、必要

性、算定結果の活用可能性 

４月   4/25 第９回【非公開】 

○これまでの議論の整理 

 4/26 第 10 回 

○政策的低廉料金サービス 

○地域における郵便局ネットワークの

維持 

○本ＷＧのこれまでの議論 

 

５月   5/24 第 10 回 

○これまでの議論の整理（親会へ

の報告資料案） 

 5/31 第 11 回 

○これまでの議論の整理（親会への報

告資料案） 

 

６月 6/13 第３回 

○両ＷＧのこれまでの議論 

  

6/27 第４回 

○検討会これまでの議論の整

理案 

  

※議題は主なものを掲載。 


